
第１回 新潟県循環器病対策推進協議会 
日 時 令和３年７月９日(金)  

              10:00～12:00 

会 場 新潟県自治会館 別館 

９階 ゆきつばき 

次  第 

１ 開 会 

 

２ 委員紹介 

 

３ 座長選出 

 

４ 議 事 

（１） 新潟県循環器病対策推進計画の策定について 

 

（２） 循環器病の現状について 

 

（３） 意見交換 

 

５ 閉 会 

 

-----------------------------（配布資料）-------------------------- 

○ 次第、出席者名簿、座席表、協議会設置要綱 

【資料１】：新潟県循環器病対策推進計画の策定について 

【資料２】：循環器病の現状 

【資料３】：循環器病対策における課題・論点について 

【参考資料】 

１－１：健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の 循環器病に係る

対策に関する基本法 

１－２：循環器病対策推進基本計画 

２－１：持続可能で質の高い医療を提供し続けるための新潟県地域医療構想の実現 

に向けた今後の方向性 

２－２：持続可能で質の高い医療を提供し続けるための新潟県地域医療構想の実現 

に向けた今後の方向性（資料集） 



 

 

新潟県循環器病対策推進協議会 委員 

 

分野 所属・役職 氏名 

予防・ 

検診 

新潟大学大学院 

生活習慣病予防健診医学講座 教授 
加藤 公則 

医療・

保健 

新潟大学脳研究所 

脳神経外科学分野 教授 
藤井 幸彦 

新潟大学脳研究所 

神経内科学分野 教授 
小野寺 理 

新潟大学大学院医歯学総合研究科 

循環器内科学分野 教授 
猪又 孝元 

新潟大学大学院医歯学総合研究科  

胸部外科学分野 教授 
土田 正則 

立川綜合病院 院長 岡部 正明 

新潟県医師会理事 鈴木 栄一 

新潟県看護協会 会長 斎藤 有子 

新潟県リハビリテーション専門職協議会 

副会長 
佐藤 成登志 

福祉 新潟県医療ソーシャルワーカー協会 会長 坂詰 明広 

救急 新潟県消防長会 会長 小林 佐登司 

患者 高次脳機能障害友の会「スワン」 会長  石井 祐子 

                            （順不同、敬称略） 

欠席 



新潟県循環器病対策推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 循環器病に係る対策（以下「循環器病対策」という。）について関係者等から

意見を聞き、県民の健康寿命の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽

減を推進するため、新潟県循環器病対策推進協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、県の循環器病対策の総合的かつ効果的な推進に関する意見を述べる。 

 

（組織） 

第３条 協議会の構成員は、循環器病患者及び循環器病患者であった者並びにこれらの

者の家族又は遺族を代表する者、救急業務に従事する者、循環器病に係る保健、医療

又は福祉の業務に従事する者、学識経験のある者並びにその他適当と認める者のうち

から、福祉保健部長が委嘱し、又は任命する委員を持って構成する。 

 

（会長） 

第４条 協議会の座長は、構成員の中から選出する。 

２ 会長は会務を総理する。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、その職務を代理する者を指名することができ

る。 

   

 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は令和４年３月 31日とする。ただし、委員から退任の申し出がな    

 い場合には、任期を１年間延長するものとし、その後もまた同様とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期

間とする。 

 

（庶務） 

第６条  協議会の庶務は、福祉保健部健康づくり支援課、地域医療政策課において処

理する。 

 

（その他） 

第７条 この設置要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に

定める。 

 

 

  附則 

この要綱は、令和３年５月 17日から実施する。 


